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委
員
会
で
は
、
条
例
制
定

１
件
、
補
正
予
算
２
件
に
つ

い
て
審
査
し
、
全
員
賛
成
に

て
原
案
可
決
し
た
。

違
反
施
設
は
公
表

　

火
災
予
防
条
例
の
改
正
は

店
舗
や
ホ
テ
ル
な
ど
不
特
定

多
数
の
人
が
利
用
す
る
施
設

や
病
院
、
福
祉
施
設
等
避
難

弱
者
が
利
用
す
る
施
設
に
お

　

委
員
会
で
は
、
条
例
制
定

７
件
、
補
正
予
算
１
件
、
第

五
次
総
合
計
画
基
本
構
想
に

つ
い
て
審
査
し
、
全
員
賛
成

に
て
原
案
可
決
し
た
。

　

北
部
交
流
セ
ン
タ
ー
条
例

制
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
施

設
を
生
涯
学
習
推
進
の
拠
点
、

市
民
の
健
康
増
進
及
び
交
流

の
場
、
災
害
時
に
お
け
る
避

難
施
設
等
と
し
て
活
用
し
て

い
く
た
め
、
管
理
・
運
用
等

に
つ
い
て
定
め
る
も
の
。

問　

施
設
の
運
営
に
お
い
て

平
常
時
と
災
害
時
の
管
理
責

任
の
所
在
は
。

答　

平
常
時
は
交
流
セ
ン
タ

ー
と
し
て
管
理
を
行
い
、
災

害
時
は
災
害
対
策
要
領
等
に

よ
り
避
難
所
と
位
置
付
け
ら

れ
る
。

　

委
員
会
で
は
、
条
例
制
定

２
件
、
補
正
予
算
１
件
、
訴

え
の
提
起
に
つ
い
て
審
査
し

全
員
賛
成
に
て
原
案
可
決
し

た
。

取
水
施
設
工
事
費
の

地
元
負
担
を
軽
減

　

水
路
工
事
等
受
益
者
分
担

金
徴
収
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
は
取
水
施
設
工
事
の

際
、
工
事
費
の
30
％
を
地
元

か
ら
分
担
金
と
し
て
徴
収
し

て
い
た
が
、
取
水
施
設
の
適

正
な
管
理
は
、
防
災
減
災
に

直
結
す
る
こ
と
か
ら
、
地
元

か
ら
の
分
担
金
を
水
路
工
事

と
同
様
の
10
％
に
軽
減
す
る

も
の
。

問　

取
水
施
設
の
工
事
費
は
。

答　

１
ｍ
幅
の
水
路
に
お
け

る
工
事
費
用
は
、
ス
ラ
イ
ド

い
て
、
消
防
設
備
の
重
大
な

違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
公
表

で
き
る
よ
う
定
め
る
も
の
。

問　

ど
の
よ
う
な
場
合
に
公

表
す
る
の
か
。

答　

条
例
施
行
（
平
成
30
年

４
月
１
日
）
ま
で
の
１
年
間

で
屋
内
消
火
栓
設
備
、
ス
プ

リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
自
動
火

災
報
知
設
備
を
設
置
し
て
い

な
い
施
設
に
対
し
指
導
を
す

る
が
、
そ
れ
で
も
設
置
し
な

い
場
合
に
公
表
す
る
。

問　

公
表
の
方
法
は
。

答　

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

公
表
す
る
。

問　

実
際
に
該
当
す
る
施
設

は
あ
る
の
か
。

答　

現
在
３
施
設
が
該
当
し

ゲ
ー
ト
方
式
で
約
４
０
０
万

円
、
転
倒
ゲ
ー
ト
方
式
で
約

５
０
０
万
円
。

問　

条
例
改
正
の
周
知
は
。

答　

広
報
や
区
長
会
な
ど
で

周
知
を
行
う
。

今
後
の
船
小
屋
地
区
は

　

筑
後
都
市
計
画
船
小
屋
観

光
地
区
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て
は
「
筑
後
都
市
計
画

船
小
屋
観
光
地
区
条
例
」
の

名
称
を
「
筑
後
市
特
別
用
途

地
区
建
築
条
例
」
へ
変
更
す

る
も
の
。

問　

船
小
屋
地
区
は
特
別
用

途
地
区
（
※
）
で
あ
る
必
要

が
あ
る
の
か
。

答　

観
光
地
と
し
て
発
展
を

め
ざ
す
の
か
、
エ
リ
ア
を
縮

小
す
る
の
か
な
ど
の
根
本
的

な
議
論
も
必
要
と
思
っ
て
い

る
。

市
営
住
宅
家
賃
滞
納
者

に
明
け
渡
し
訴
訟

　

訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
は
、

市
営
住
宅
の
家
賃
滞
納
者
に

対
し
て
、
市
営
住
宅
の
明
渡

し
の
訴
え
の
提
起
を
行
う
も

の
。
12
か
月
以
上
、
30
万
円

以
上
の
滞
納
が
あ
り
、
再
三

の
督
促
及
び
納
付
指
導
に
も

応
じ
ず
、
滞
納
が
増
加
し
て

い
る
２
人
及
び
連
帯
保
証
人

が
対
象
で
あ
る
。

※
都
市
計
画
法
で
定
め
ら
れ

た
地
域
地
区
の
一
つ
。
そ
の

特
性
に
応
じ
て
有
効
に
利
用

す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
、
条

例
に
よ
っ
て
建
築
物
の
制
限

を
強
化
で
き
る
。

そ
の
時
間
帯
以
外
で
も
利
用

で
き
る
よ
う
検
討
す
る
。

※
財
源
が
不
足
す
る
年
に
市

の
貯
金
を
取
り
崩
し
て
運
営

費
に
充
て
る
お
金
。

整
備
後
の
管
理
形
態
は
検
討

中
で
あ
る
。

問　

併
設
さ
れ
る
ト
イ
レ
の

利
用
時
間
は
。

答　

山
梔
窩
の
公
開
時
間
は

10
時
か
ら
16
時
ま
で
だ
が
、

財
調
繰
入
れ
を
減
額

　

一
般
会
計
補
正
予
算
の
繰

入
金
に
つ
い
て
は
、
財
政
調

整
基
金
繰
入
金
（
※
）
を
減

額
補
正
す
る
も
の
。

問　

こ
れ
ま
で
、
予
算
編
成

時
の
財
源
と
し
て
財
政
調
整

基
金
を
取
り
崩
し
て
の
繰
入

れ
を
予
定
し
て
も
、
結
果
的

に
取
り
崩
さ
ず
に
済
ん
で
い

た
が
、
28
年
度
の
決
算
見
込

み
は
。

答　

未
定
だ
が
、
取
り
崩
さ

ず
に
済
む
と
考
え
る
。

山
梔
窩
に案

内
所
を
設
置

　

文
化
財
保
護
に
要
す
る
経

費
は
、
地
方
創
生
拠
点
整
備

交
付
金
を
活
用
し
て
28
年
４

月
の
熊
本
地
震
で
被
災
し
た

山
梔
窩
を
復
旧
し
、
周
辺
の

市
有
地
に
受
付
や
案
内
施
設

等
を
建
設
す
る
も
の
。

問　

現
在
の
来
場
者
数
と
施

設
整
備
後
の
管
理
は
。

答　

28
年
度
は
土
日
祝
日
の

公
開
で
、
２
月
末
時
点
で
８

７
４
人
の
来
客
が
あ
っ
た
。

厚生委員会

総務文教委員会

建設経済委員会

マイナンバーカードの見本
（内閣官房・内閣府制作　
 マイナンバー広報資料）

常任委 員会報告
もっと知りたい

ちっごの課題
提出された議案を

くわしく審査！

取
水
施
設

（
ス
ラ
イ
ド
ゲ
ー
ト
方
式
）

北部交流センター（イメージ図）

山
さ ん し か

梔窩に 案内所を設置

て
お
り
、
今
後
１
年
間
で
設

置
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
く
。

意
見　

公
表
の
方
法
に
つ
い

て
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で

な
く
、
実
効
性
の
あ
る
も
の

に
し
、
利
用
者
の
安
全
を
し

っ
か
り
守
っ
て
ほ
し
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

取
得
は
低
調

　

補
正
予
算
の
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
関
係
事
務
に
つ

い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
の
発
行
件
数
が
少
な
い

た
め
、
今
年
度
の
予
算
を
次

年
度
へ
繰
越
す
も
の
。

問　

現
在
の
発
行
件
数
は
。

答　

29
年
２
月
末
で
申
請
件

数
は
３
２
８
９
件
、
交
付
件

数
は
２
５
１
３
件
。
申
請
か

ら
交
付
ま
で
に
時
間
を
要
す

る
こ
と
や
カ
ー
ド
が
で
き
て

も
取
り
に
来
な
い
人
が
い
る

た
め
、
申
請
と
交
付
件
数
に

差
が
あ
る
。
ま
た
カ
ー
ド
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
の
メ
リ

ッ
ト
が
少
な
い
こ
と
も
、
申

請
件
数
が
伸
び
て
い
な
い
要

因
だ
と
考
え
て
い
る
。


